
◆　分岐工事届の提出

１週間前までに「分岐工事届（下記添付含む）」を提出し、窓口の「予定表」に記入して下さい。

＜添付書類＞

① 道路占用許可証の写し（私道の場合は不要）　 ② 道路使用許可証の写し　 ③ 工事周知文　

④ 周知結果（範囲） ⑤支払済納入通知書の写し ⑥配水管網図（マッピング図） 

（1週間以内に支払いをした場合） (R7.9追加）

◆　工事当日の電話　📞

①　8：35～9：00 までに、「施工」又は「中止」を連絡して下さい。

②　穿孔30分前に、「再度連絡」して下さい。（ 12：00～13：00 の穿孔は 避けて 下さい ）

※「穿孔時等の配水管揺動」「通水時の流速の急変動」に充分注意して下さい。

　→濁水等が発生した場合に備えて、「対応できる体制」を整えて下さい。

　（日中施工でも、夜間の通報により、濁水が覚知する場合もあります）

◆　工事報告書の提出

本復旧工事完了後、忘れず、速やかに「工事写真」を提出。

習志野市企業局　 ガス水道建設課　

装置工事係　

ＦＡＸ：０４７－４７７－８９８４

電　話：０４７－４７５－３２９５（直）

※※※ 裏面の注意事項もご確認下さい ※※※

～　給水管の取り出し（分岐工事）　～



◆　分岐工事届の提出時

・1週間前提出が難しい場合（「入金」「道路使用許可」が未完了等）は、必ず事前に当局に相談をお願いします。

・道路上の配水管の分岐弁を利用して止水を行いたい場合は、事前に職員に依頼を行って下さい。

・ビラの周知結果（範囲）は、濁り水の発生時のトラブル防止のため、交通対策及び配水管網図を考慮したもの

　として下さい。

◆　工事当日

・事前調査したガス管など既設埋設物の位置を確認の上、注意して掘削して下さい。

・既設埋設物との離隔が３０ｃｍとれない場合は、必ずＮＢＲゴムシートを設置して下さい。

　※シートの設置方法：厚さ３mmシートを給水管に２重巻、または６mmのシートを間に挟み込み

・サドル穿孔前の耐圧試験は1.0MPaとなります。

～　注意事項　～


